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調剤上の形式的及び典型的な変更に伴う疑義照会を減らし、患者さん

への薬学的ケアの充実および処方医や保険薬局の負担軽減を図る。

【目的】

疑義照会簡素化プロトコル

【期待される効果】
◆病院側；形式的な疑義照会が減る

⇒ 診療に専念できる

◆薬局側；疑義照会に係る業務負担軽減

⇒ 調剤時間短縮、患者さんへの服薬指導時間の確保につながる

◆患者 ；保険薬局での待ち時間短縮

⇒ 患者が感じている服薬上の問題をその場で解決することが可能となる



【医療機関と調剤薬局との事前の取り決めにより、処方医への疑義照会を省略する】

◆取り決め事例

１．成分が同一の銘柄変更

２．剤形変更（安定性、利便性の向上のための変更に限る）

３．別規格製剤がある場合の処方規格の変更（安定性、利便性の向上のための変更に限る）

４．半割・粉砕・混合 など

５．医療上の必要性が認められる一包化（患者が負担を認めた場合のみ可）

６．一般名処方における調剤時の類似剤形への変更（先発品類似剤形への変更を含む）

７．湿布薬や軟膏での規格変更（合計処方量が変わらない場合）

８.  配合剤への変更
９.  乳酸菌製剤の変更
１０.  処方日数の適正化
１１.  用法記載の保管
１２.  残薬調整に関する疑義照会

疑義照会簡素化プロトコル

★麻薬と抗がん剤は対象外！



運用を開始する施設は増加傾向にある。

◆東北・北海道地区：東北大学、山形大学

◆福島市 ：福島赤十字病院

◆公立大学病院 ：横浜市立大学附属市民総合医療センター

京都府立医科大学

和歌山県立医科大学 など

【実施施設】

疑義照会簡素化プロトコル



処方医へ疑義照会を行う。
同意が得られれば処方変更し調剤。

プロトコルに基づき
疑義照会せずに処方変更

処方修正報告書で
処方変更内容を報告

疑義の発見

疑義照会内容がプロトコルに
記載されていない場合

疑義照会内容がプロトコルに
記載されている場合

必ず患者へ説明を
行い同意を得ること

疑義照会簡素化プロトコルの運用開始後

事前に合意書の
取り交わしが必要

【新しい運用】

合意事項であっても疑義
照会の必要性がある場合
は疑義照会を行う



プロトコルに基づいた処方変更は、
「処方修正報告書」で報告をお願いします。

提出先は FAX024-547-1985

合意書に記載された登録番号を記入



今回から保険薬局さんから提出いただく報告書は４種類とな
ります。それぞれ提出先が異なりますのでお間違いなく！

「疑義照会簡素化プロトコルによる処方修正報告書」
「後発医薬品の変更に関する情報提供書」

「トレーシングレポート」
「がん薬物療法に関するトレーシングレポート」

医事課

薬剤部DI室



薬剤部HPに掲載されている『院外処方箋における疑義照会簡素化プロトコル』と
『合意までの流れ』を御確認ください

疑義照会簡素化プロトコル開始までの流れ

当面はこちらに表示されます



プロトコルの内容については十分な理解をお願いします。



合意書は薬局店舗ごとに取り交わします。

提出は、病院用と保険薬局用の２通。

記載例を参考に
赤丸で囲った２か所のみ記載してください。
押印も忘れずに！



個人情報の利用と管理は厳重に行いますので、
情報提供に御協力を御願いします記載例



提出書類は以下の３点
①合意書２通 ②保険薬局基本情報提供書１部
③宛名を記載した返信用封筒（切手の貼付は不要）

書類は折りたたまずにクリアファイルに入れて郵送してください



合意書の御提出をお待ち
いたしております

ご清聴ありがとうございました


